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施設の貸し出しに関する事務の不適切な取扱いについて 

 

１．事件の概要 
クリーンセンター内体育室の抽選予約に関し、特定の団体を当選しやすくする

ため、環境部廃棄物対策課清掃施設担当室長補佐は不正に架空の 5団体を登録し、

利用者登録番号を当該団体に提供していたことが外部からの通報により発覚した

もの。また、調査を進める中で、会計年度任用職員 2名の関与も発覚したもの。 

 

２．経過 
①令和 3年 8月 17日（火） 
清掃施設担当室長補佐は当該団体の関係者から、体育室の抽選予約が取れず困

っている旨の相談を受けた。 

 

②令和 3年 8月下旬 
清掃施設担当室長補佐は、当該団体に多く在籍している子どもたちが施設を優

先的に利用できるようにしたいという思いから、抽選に当選しやすくするため、

架空の 5団体を登録し、利用者登録番号を当該団体に提供した。 

  

③令和 3年 11月 
会計年度任用職員 Aは、当該団体の予約がなかなか取れない状況に力になれな

いかと思い、新規で架空の 3団体を登録し、従前から登録していた職員 Aに関す

る団体と合わせて、抽選予約に申し込んだ。その後、当選した予約枠を当該団体

の役員でもある会計年度任用職員 Bへ譲渡した。 

 

④令和 4年 3月 16日（水）  
 外部から廃棄物対策課へ、クリーンセンター内体育室の抽選予約に関し、市職

員が不適切な取扱いをしている疑いがあると通報があった。 

その後、速やかに廃棄物対策課において、関係職員に聴取りを実施したとこ

ろ、不適切な取扱いが発覚した。 
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３．不適切な事務取り扱いの内容 
 ・架空の団体登録を行ったこと。 

 ・架空の団体により抽選予約に参加したこと。 

 ・架空の団体登録の利用者登録番号を当該団体へ渡したこと。 

 

４．当該団体以外の市民への影響 
令和３年１２月から令和４年４月までの期間において毎週土曜日１７時から

１９時の利用枠の抽選に不正に参加し、他団体の当選確率を著しく低下させた。 

 

５．施設利用の状況 
 令和３年８月頃から、申込団体が増加し、定期的な利用が困難であった。 

 

６．行為の動機 
  清掃施設担当室長補佐、会計年度任用職員 A・Bともに、定期的に子供たちのた

めに活動していた団体が困っていることを理解しており、優先的に利用させてあ

げたいという思いから行為に至ってしまった。 

 

７．今後の対策について 
 ・施設勤務職員に対し、服務規程を遵守するよう指導を行った。 

 ・各施設管理者へは、本事案をもとに利用者に対して架空団体を登録し、抽選に

参加することは不正であることを改めて周知した。 

 ・市民の健康とスポーツ振興に寄与できるように施設の改修を検討する。 

 ・予約システム見直しの検討。 

 

８．職員及び矯正措置の内容（措置日 6/24） 
職名等 年齢 性別 処分等 

清掃施設担当室長補佐 54 男 訓告 

会計年度任用職員 A 59 女 厳重注意 

会計年度任用職員 B 49 女 厳重注意 

廃棄物対策課長 53 男 厳重注意（管理監督） 

清掃施設担当室長 51 男 厳重注意（管理監督） 

※ 清掃施設担当室長補佐は、施設勤務（クリーンセンター）から本庁勤務へ配置転

換した。 
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【本件に関する問い合わせ先】 
〒２７１－８５８８  千葉県松戸市根本３８７－５  

松戸市環境部廃棄物対策課清掃施設担当室 ☎０４７－３６６－７３３５ 

ＦＡＸ０４７－３６６－８１１４ ✉ mcsshisetsu@city.matsudo.chiba.jp  












